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税
令
和
8
年
度
軽
自
動
車
税
の

障
が
い
減
免
申
請

次
の
対
象
者
は
、
要
件
を
満
た
す
場
合

減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象

次
の
①
～
③
の
人
が
所
有
す
る
軽
自
動

車
①�

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
本

人
②
①
と
同
一
生
計
の
人

③
①
を
常
時
介
護
す
る
人

※
障
が
い
の
程
度
に
よ
り
判
定
さ
れ
ま
す

※�

減
免
は
、
身
体
障
が
い
者
な
ど
1
人
に

対
し
普
通
自
動
車
な
ど
を
含
め
1
台
に

限
り
ま
す

▼
申
請
期
間

納
税
通
知
書
が
届
い
て
か
ら
5
月
25
日

㈪
ま
で（
平
日
の
み
）

※
納
税
通
知
書
は
5
月
初
旬
に
郵
送

※
申
請
期
間
外
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん

▼
必
要
書
類
な
ど

①�

納
税
通
知
書（
納
付
せ
ず
に
お
持
ち
く

だ
さ
い
）

②�

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
ど
れ
か

③
運
転
者
の
運
転
免
許
証

④
自
動
車
検
査
証（
車
検
証
）

※�

電
子
車
検
証
の
場
合
は『
自
動
車
検
査

証
記
録
事
項
』も
一
緒
に
お
持
ち
く
だ

さ
い

⑤�

常
時
介
護
す
る
人
が
運
転
す
る
場
合
は

福
祉
事
業
所
な
ど
が
証
明
す
る『
常
時

介
護
証
明
書
』

※�

通
学
証
明
書
や
通
院
証
明
書
な
ど
の
添

付
は
不
要
と
な
り
ま
し
た

※�

構
造
に
よ
る
減
免
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

▼
受
付
場
所

税
務
課

問
税
務
課

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
1
4

自
動
車
税
の
納
付
は

6
月
1
日
㈪
ま
で
に

4
月
1
日
現
在
で
自
動
車
を
所
有
し
て

い
る
人
に
、
5
月
初
め
に
自
動
車
税
の
納

税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

決
済
ア
プ
リ
や
コ
ン
ビ
ニ
、金
融
機
関
、

県
の
各
広
域
本
部
、
各
地
域
振
興
局
、
自

動
車
税
事
務
所
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
カ
ー
ド
決
済
で
の
納
付
は
、『
地

方
税
お
支
払
サ
イ
ト
』を
利
用
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

▼
納
付
期
限　

6
月
1
日
㈪

問
県
北
広
域
本
部　

収
税
課

☎
0
9
6
8（
2
5
）4
2
7
2

☎
0
9
6
8（
2
5
）4
1
1
5

県
自
動
車
税
事
務
所

☎
0
9
6（
3
6
8
）4
0
2
0

し
ご
と

税
務
職
員
採
用
試
験

受
験
者
を
募
集
し
ま
す

人
事
院
九
州
事
務
局
と
熊
本
国
税
局

は
、
税
務
職
員
採
用
試
験（
高
卒
程
度
）の

受
験
者
を
募
集
し
ま
す
。

合
格
し
採
用
さ
れ
る
と
、
全
員
が
税
務

大
学
校
で
1
年
間
、
職
員
と
し
て
必
要
な

専
門
知
識
を
修
得
す
る
た
め
の
研
修
を
受

講
し
ま
す
。
そ
の
後
、
税
務
署
に
配
属
さ

れ
、
国
税
の
仕
事
に
従
事
し
ま
す
。

受
験
資
格
な
ど
の
詳
し
い
情
報
は
、
人

事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
国
家
公
務
員
試
験

採
用
情
報
N
A
V
I
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
受
付　

6
月
12
日
㈮
〜
24
日
㈬

問�

熊
本
国
税
局　

人
事
第
二
課　

試
験
研

修
係

☎
0
9
6（
3
5
4
）6
1
7
1

内
線
6
0
4
6

子
ど
も
家
庭
支
援
員
を

募
集
し
ま
す

会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
子
ど
も
家

庭
支
援
員
を
募
集
し
ま
す
。
書
類
審
査
と

面
接
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数　

1
人

▼
勤
務
先

こ
ど
も
家
庭
課
内

▼�

任
用
期
間

任
用
の
日
か
ら
令
和
9
年
3
月
31
日

▼
勤
務
内
容

月
16
日

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

▼
報
酬（
時
給
）

1
5
5
2
円

▼
資
格

精
神
保
健
福
祉
士
、
社
会
福
祉
士
、
保

健
師
、
公
認
心
理
師
、
看
護
師
、
保
育

士
、
教
育
職
員
免
許
を
持
つ
人
な
ど

▼
提
出
書
類

写
真
付
き
履
歴
書
、
資
格
証
明
書
の
写

し
※
こ
ど
も
家
庭
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

▼
申
込
期
限

5
月
22
日
㈮

申�

問
こ
ど
も
家
庭
課　

女
性
・
こ
ど
も
家

庭
班
ヴ

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
9
9

く
ら
し

ユ
ー
パ
レ
ス
弁
天

大
規
模
改
修
工
事
に
伴
う
休
館

市
総
合
健
康
セ
ン
タ
ー
ユ
ー
パ
レ
ス
弁

天
で
は
、
令
和
8
年
度
に
大
規
模
改
修
工

事
を
行
な
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
9
月
か

ら
令
和
9
年
3
月
に
か
け
て
、
部
分
ま
た

は
全
館
休
館
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

詳
し
い
期
間
は
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

問
商
工
振
興
課　

商
工
振
興
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
1
5

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

資
格
確
認
書
の
取
り
扱
い

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
の
資
格
確
認
書
の
有
効
期
限
は
7
月

31
日
㈮
で
す
。

8
月
1
日
以
降
の
資
格
確
認
書
の
取
り

扱
い
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
85
歳
以
上
の
人

マ
イ
ナ
保
険
証
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
全
て
の
人
に
資
格
確
認
書
を
交
付

し
ま
す
。

▼�

84
歳
以
下
で
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人

①
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
な
い
人

資
格
確
認
書
を
交
付
し
ま
す
。

②�

マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
る
人
で
次

の
2
つ
を
満
た
す
人
に
は
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
を
交
付
し
ま
す
。

・
直
近
1
年
間
の
利
用
が
6
回
以
上
あ
る

・�

概
ね
直
近
3
カ
月
以
内
に
利
用
実
績
が

あ
る

③
①
、
②
以
外
の
人

資
格
確
認
書
を
交
付
し
ま
す
。

▼
②
に
該
当
し
資
格
確
認
書
が
必
要
な
人

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
が
困
難
な
人
は

申
請
す
る
と
資
格
確
認
書
も
交
付
で
き

ま
す
。
手
続
き
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早

め
に
健
康
ほ
け
ん
課
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
健
康
ほ
け
ん
課　

保
険
年
金
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
2
7
5

道
路
に
張
り
出
し
た
木
の
枝
な
ど
の

管
理
を
お
願
い
し
ま
す

木
の
枝
な
ど
の
管
理
不
足
が
原
因
で
事

故
が
起
き
た
場
合
、
樹
木
の
所
有
者
が
責

任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
道
路

へ
張
り
出
し
て
い
る
部
分
は
枝
払
い
を
す

る
な
ど
、
道
路
の
安
全
確
保
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

普
段
の
管
理
と
あ
わ
せ
、
強
風
や
大
雨

の
と
き
な
ど
は
特
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
市
道
に
つ
い
て

建
設
課　

維
持
管
理
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）2
3
4
5

問
国
道
・
県
道
に
つ
い
て

県
北
広
域
本
部　

維
持
管
理
課

☎
0
9
6
8（
2
5
）2
1
6
7

け
ん
こ
う

職
場
で
受
診
し
た
健
診
結
果
の

情
報
提
供
の
お
願
い

令
和
7
年
度
に
市
の
特
定
健
診
を
受
け

ず
職
場
で
健
診
を
受
け
た
対
象
の
人
に
、

健
診
結
果
の
提
供
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。

▼
対
象　

次
の
ど
ち
ら
に
も
該
当
す
る
人

①�

40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
合
志
市
国
民
健

康
保
険
加
入
者

②�

令
和
7
年
4
月
1
日
～
令
和
8
年
3
月

31
日
の
期
間
内
に
市
の
特
定
健
診
を
受

け
ず
、
職
場
で
健
診
な
ど
を
受
け
た
人

▼
提
出
書
類

・
健
診
結
果
の
原
本
ま
た
は
コ
ピ
ー

・
質
問
票

※�

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す

▼
提
出
方
法　

窓
口
へ
提
出

▼
提
出
期
限　

5
月
29
日
㈮

※�

40
歳
か
ら
60

歳
で
情
報
提

供
し
た
人
に

は
先
着
で
粗

品
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
ま
す

申
問
健
康
ほ
け
ん
課　

健
康
づ
く
り
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
2
7
5

せん定をお願いします

道路
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